
JBA ラ イ ブ ネッ ト オー ク ショ ン 　 運 用 規 程   

  

1. 日 本 ブ ラ ン ド オー ク ショ ン 規 約  （以 下、 「本 規 約」 と い う。） 第 1 条 に 基 づ い て、 オ ン ラ イ ン 上 で の 
当 オー ク ショ ン の 詳 細 等 を 定 め る こ と を 目 的 と し て、 JBA ラ イ ブ ネッ ト オー ク ショ ン 運 用 規 程 （以 
下、 「本 運 用 規 程」 と い う。） を 制 定 す る も の と し ま す。 本 運 用 規 程 に お い て 用 い る 用 語 は、 本 運 
用 規 程 に 特 に 定 め の な い 限 り 本 規 約 に 従 う も の と し ま す。   
  

2. 開 催 日、 開 催 時 間   
開 催 日、 開 催 時 間 に つ い て は、 あ ら か じ め 主 催 者 が 指 定 す る も の と し ま す が、 運 営 状 況 等 に よ り 指 
定 の 時 間 か ら 前 後 す る 場 合 が あ り ま す。 な お、 主 催 者 の 都 合 等 に よ り 予 定 の 開 催 日 に 開 催 で き な い 
場 合 は、 変 更 開 催 日 を 定 め 事 前 に そ の 旨 を 会 員 に 通 知 す る も の と し ま す。      
  

3. 取 引 方 法 お よ び 取 引 結 果 の 遵 守   
JBA ラ イ ブ ネッ ト オー ク ショ ン （以 下、 「本 オー ク ショ ン」 と い う。） の 開 催 方 法 に つ い て は、 以 
下 の 通 り と し ま す。  

(1) 主 催 者 の 運 営 す る イ ン ター ネッ ト 環 境 を 使 用 し た オー ク   ショ ン 開 催 に よ り、 出 品 会 員 （以 
下、 「出 品 者」 と い う。）、 落 札 会 員 （以 下、 「落 札 者」 と い う。） 間 の 時 計 宝 飾 品 類・ 皮 
革 ゴ ム 製 品 類・ 衣 類 等 の 取 引 仲 介 を 行 い ま す。   

(2) 会 員 は、 本 オー ク ショ ン に お け る 取 引 の 全 て の 結 果 を 遵 守 し な け れ ば な り ま せ ん。      
  

4. 会 員 参 加 資 格   
会 員 は、 本 オー ク ショ ン 参 加 に 必 要 と な る 地 上 通 信 網 及 び 通 信 設 備 を 有 し、 主 催 者 が 推 奨 す る 動 作 
環 境 を 満 た す も の と し ま す。   
  

5. 消 費 税   
本 オー ク ショ ン は 入 会 金、 会 費、 事 務 諸 費 用 は 内 税 方 式、 商 品 落 札 代 金、 各 手 数 料 等 は 外 税 方 式 で 
す。 商 品 落 札 代 金、 各 手 数 料 等 に は 別 途 消 費 税 が か か り ま す。   消 費 税 率 の 改 定 が あっ た 場 合 は、 取 
引 の 成 立 し た 時 点 で の 税 率 を 適 用 し ま す。      
  

6. 入 会 方 法 お よ び 入 会 金      
本 オー ク ショ ン に 入 会 す る に は 日 本 ブ ラ ン ド オー ク ショ ン 規 約 第 9 条 の 資 格 を 有 し、 別 途 事 務 局 よ り 
案 内 す る 必 要 書 類 を 提 出 し た 上 で 主 催 者 の 承 認 を 得 る 必 要 が あ り ま す。 承 認 を 得 た 後、 入 会 金 を 主 
催 者 に お 支 払 い い た だ き ま す。   入 会 金 は 30,000 円 （税 込） と し、 入 会 時 に 全 額 を 支 払 う も の と し ま 
す。      
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7. 復 会 お よ び 再 入 会   
月 会 費 の 場 合 は 支 払 わ れ た 最 終 月 の 翌 月 か ら 5 ヶ 月 以 内、 年 会 費 の 場 合 は 会 員 期 間 の 終 了 月 の 翌 月 か 
ら 5 ヶ 月 以 内 に 復 会 の 手 続 き が 完 了 し、 主 催 者 が 認 め た 場 合 に 限 り、 復 会 扱 い の 処 置 が と れ る も の と 
し ま す。 上 記 の 期 間 を 過 ぎ た 場 合 は 再 入 会 扱 い と し ま す。   

(1) 復 会 時 の 入 会 金 は、 6 ． 入 会 方 法 お よ び 入 会 金 で 定 め る 入 会 金 の 半 額 と い た し ま す。   

(2) 再 入 会 時 の 手 続 き は、 6 ． 入 会 方 法 お よ び 入 会 金 の 定 め に 従 う も の と し ま す。      
  

8. 事 務 諸 費 用   
会 員 は、 本 オー ク ショ ン に 参 加 し た 1 開 催 ご と に 以 下 の 金 額 を 主 催 者 に 支 払 う も の と し ま す。   
・ 事 務 諸 費 用   ……… 暫 定 的 に 当 面 の 間 は 無 料 と し ま す。   
  

9. 会 費      
会 員 は 毎 月、 翌 月 分 の 本 オー ク ショ ン の 月 会 費 3,000 円 （税 込） を、 以 下 の 定 め に 従 い 支 払 う も の と 
し ま す。   

(1) 月 会 費 は 原 則、 入 会 月 の 翌 月 か ら 退 会 月 ま で 継 続 し て 支 払 う も の と し、 入 会 月 の 翌 月 か 
ら 3 ヶ 月 分 を 併 せ て 支 払 う こ と と し ま す。   

(2) 月 会 費 の 支 払 い 方 法 は、 毎 月 の 銀 行 口 座 自 動 引 き 落 と し と し ま す。 自 動 引 き 落 と し の 手 
続 き が 完 了 し な い 間 の 月 会 費 は、 主 催 者 の 指 定 に よ り 振 込 に て 支 払 う こ と と し ま す。 口 
座 自 動 引 き 落 と し が 出 来 な い 場 合 は、 該 当 年 度 の 月 会 費 を ま と め て 入 会 月 末 （入 会 日 が 
月 末 だっ た 場 合 は 翌 月 末） ま で に 一 括 で 支 払 う も の と し ま す。   

(3) 会 費 は、 会 員 が 希 望 す る 場 合 は 年 会 費 の 支 払 い を 年 額 に て 支 払 う こ と が で き、 そ の 際 は 
年 会 費 33,000 円 （税 込） と し ま す。 年 会 費 の 支 払 い は、 毎 年 銀 行 口 座 引 き 落 と し と し、 
そ の 際 の 会 員 期 間 は 入 会 月 の 翌 月 か ら 1 年 間 と し ま す。   

(4)会 員 の 月 会 費 お よ び 年 会 費 は 退 会 等 い か な る 理 由 で も 返 金 い た し ま せ ん。   

(5)月 会 費 お よ び 年 会 費 の 支 払 い が 無 い 場 合、 主 催 者 の 判 断 で 退 会 扱 い と す る こ と が で き ま 
す。   
  

10. 手 数 料   
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(1) 商 品 取 引 手 数 料      
・ 1 品 ご と の 商 品 取 引 金 額 に 対 し、 販 売 手 数 料 は 3 ％ と し ま す。   
  

・ 1 品 ご と の 商 品 取 引 金 額 に 対 し、 落 札 手 数 料 は 以 下 の 通 り と し ま す。   

  

(2) 出 品 料   
出 品 者 は 出 品 に か か る 諸 経 費 と し て 全 商 材 1 品 に つ き 500 円 （税 別） を 主 催 者 に 支 払 う も 
の と し ま す。  

(3) 引 き 手 数 料   
出 品 者 の 都 合、 も し く は 出 品 者 が 落 札 金 額 に 下 限 を 設 定 （以 下、 「指 値 金 額」 と い 
う。） し た 場 合 に お い て、 不 落 札 と なっ た 場 合 は、 出 品 者 は 全 商 材 1 品 に つ き 500 円 （税 
別） を 主 催 者 に 支 払 う も の と し ま す。   

(4)出 品 取 消 手 数 料   
出 品 者 の 都 合 で 開 催 前 に 出 品 取 消 が あっ た 場 合 に お い て、 出 品 者 は 全 商 材 1 品 に つ き 500 
円 （税 別） を 主 催 者 に 支 払 う も の と し ま す。   
  

11. 送 料      
本 オー ク ショ ン へ の 出 品 商 品 の 送 料、 お よ び 落 札 商 品 の 送 料 は 会 員 負 担 と な り ま す。 但 し 返 品 商 
品、 不 落 札 商 品 に 関 し て の 送 料 は 主 催 者 負 担 と な り ま す。   
  

12. 商 品 の 補 償      
会 員 に よ る 商 品 の 補 償 範 囲 は、 出 品 お よ び 返 品 等 の 商 品 が 本 オー ク ショ ン 所 在 地 へ 到 着 す る ま で 
と し、 そ の 補 償 は 会 員 負 担 と な り ま す。 ま た、 主 催 者 に よ る 商 品 の 補 償 範 囲 は、 商 品 が 本 オー ク 
ショ ン 所 在 地 へ 到 着 し た 時 か ら 落 札 商 品 お よ び 不 落 札 商 品 等 の 配 送 業 者 へ の 引 渡 完 了 時 ま で と し 
ま す。   
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　 《全 商 材 商 品 落 札 金 額》       《落 札 手 数 料》   

・ 1,000 円 以 上 〜   5,000 円 以 下    　・・・・・    500 円 /1 品   

・ 5,001 円 以 上 〜   20,000 円 以 下    　・・・・・    10 ％   

・ 20,001 円 以 上 〜    　・・・・・      5 ％   
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13. 決 済   

(1) 会 員 が 主 催 者 へ 落 札 し た 商 品 の 代 金 や 所 定 の 手 数 料 等 を 支 払 う 場 合 に つ い て は、 大 会 前 日 
ま で に 主 催 者 指 定 の 銀 行 口 座 へ の 前 受 金 の 振 込 み 及 び 本 オー ク ショ ン 終 了 後 翌 日 よ り、 原 
則 と し て 銀 行 2 営 業 日 以 内 に 主 催 者 指 定 の 銀 行 口 座 に 振 り 込 む も の と し ま す。 振 込 手 数 料 
は、 い ず れ の 場 合 も 振 込 を 行 う 側 の 負 担 と し ま す。 本 オー ク ショ ン 終 了 後 翌 日 に 商 品 を 受 
け 取 り に 来 ら れ る 場 合 は 現 金 に て お 支 払 い い た だ き、 お 渡 し す る 事 も で き ま す。 本 オー ク 
ショ ン 開 催 日 の 商 品 受 け 渡 し は 原 則 で き な い も の と し ま す。   

(2) 落 札 者 は、 落 札 し た 商 品 の 代 金 お よ び 所 定 の 手 数 料 を 主 催 者 に お 支 払 い く だ さ い。 落 札 商 
品 の お 引 渡 し は 支 払 い 後 と な り ま す。 ま た、 決 済 後 に 前 受 金 の 残 金 が 発 生 し た 場 合 は、 本 
オー ク ショ ン 宝 石 大 会、 時 計 大 会、 バッ グ 大 会 終 了 後 翌 日 よ り 原 則 と し て 銀 行 2 営 業 日 以 
内 に 落 札 者 が 取 引 口 座 と し て 登 録 し た 銀 行 口 座 に、 主 催 者 が 前 受 金 の 残 金 を 振 り 込 み し ま 
す。   

(3) 出 品 者 へ の 決 済 は、 本 オー ク ショ ン 宝 石 大 会、 時 計 大 会、 バッ グ 大 会 終 了 後 翌 日 よ り、 原 
則 と し て 銀 行 2 営 業 日 以 内 に 出 品 者 が 取 引 口 座 と し て 登 録 し た 銀 行 口 座 に、 落 札 金 額 か ら 
所 定 の 手 数 料 を 差 し 引 い た 金 額 を 主 催 者 が 振 り 込 み し ま す。   

(4)会 員 と 主 催 者 と の 間 で 同 時 期 に 相 対 す る 精 算 が 発 生 し た 場 合 は、 原 則 と し て 差 し 引 き 計 算 
に よ る 精 算 を 行 い ま す。   

(5)最 高 落 札 額 で 落 札 者 が 決 まっ た 時 点 で 商 品 の 所 有 権 は 落 札 者 に 移 転 し ま す が、 落 札 者 が 定 
め ら れ た 期 日 ま で に 落 札 商 品 代 金 を 支 払 わ な かっ た と き は、 支 払 い に 代 え て 当 該 落 札 物 の 
所 有 権 を 主 催 者 に 移 転 し ま す。   

(6)落 札 者 は、 主 催 者 が 定 め た 期 日 ま で に 支 払 い を 怠っ た 場 合、 そ の 結 果 主 催 者 に 損 害 が 生 じ 
た 場 合 に は 主 催 者 の 損 害 金 を 主 催 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い も の と し ま す。   

(7)主 催 者 指 定 口 座 は 次 の 通 り で す。   
  

金 融 機 関 名 ︓ 三 菱 UFJ 銀 行 　 金 沢 支 店   
口 座 番 号 ︓ 普 通 預 金 　  0591470   
口 座 名 義 ︓ カ ブ シ キ ガ イ シャ 　 ケー ブ ラ ン ド オ フ   
  

14. 出 品 に お け る 注 意 事 項   

(1) 出 品 者 が、 第 三 者 か ら の 委 託 を 受 け た 商 品 （以 下、 「委 託 品」 と い う。） を 出 品 す る 場 合、 
出 品 商 品 は 出 品 者 と 当 該 第 三 者 と の 間 で 適 法 な 委 託 品 で あ る 場 合 に 限 り、 出 品 が で き る も の   
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と し ま す。 こ の と き、 当 該 委 託 品 に つ い て 何 ら か の 問 題 が 生 じ た 場 合、 出 品 者 は 自 己 の 責 任 
と 負 担 で 解 決 に あ た る も の と し、 主 催 者 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

(2) 出 品 者 が （ 1 ） で 規 定 す る 委 託 品 を 出 品 す る 場 合、 主 催 者 は 当 該 委 託 を 証 明 す る 書 面 の 提 出 
を 求 め る こ と が あ り ま す。 そ の 場 合、 出 品 者 は そ の 書 面 の 提 出 を 拒 む こ と は で き な い も の と 
し ま す。   

(3) 出 品 者 は、 主 催 者 が 指 定 す る 期 間 内 に 商 品 情 報 お よ び 付 属 品 情 報 を 指 定 フォー マッ ト （以 
下、 「出 品 表」 と い う。） に 記 載 し、 番 号 を 記 載 し た 荷 札 （主 催 者 が 指 定 す る も の） を 付 け 
て 発 送 し て く だ さ い。 出 品 者 は、 出 品 す る 商 品 お よ び 品 質 に 関 し て 本 運 用 規 程 の 内 容 に 不 適 
合 が あ る 場 合 は 出 品 の 際 の 出 品 表 に 情 報 を 記 載 し て く だ さ い。 出 品 表 に 記 載 さ れ て い な い、 
商 品 お よ び 品 質 に 関 し て 本 運 用 規 程 の 内 容 に 不 適 合 が あっ た 際 は、 後 交 渉 の 対 象 と な り ま 
す。 ま た、 付 属 品 が あ る 場 合 も 必 ず 出 品 の 際 の 出 品 表 に 情 報 を 記 載 し て く だ さ い。 出 品 表 に 
記 載 さ れ て い な い 付 属 品 の 補 償 は い た し か ね ま す。   

(4)出 品 者 の 記 載 し た 商 品 情 報 に 関 し て、 必 要 に 応 じ て 主 催 者 の 判 断 に よ り 修 正 を 加 え る 場 合 が 
あ り ま す。 ま た、 出 品 番 号 は 主 催 者 の 判 断 で 変 更 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す。   

(5)出 品 者 は 主 催 者 に よ る 検 品 後、 本 オー ク ショ ン の シ ス テ ム 上 に 記 載 さ れ る 主 催 者 の 検 品 結 
果、 出 品 商 品 画 像 お よ び 商 品 情 報 を、 出 品 一 覧 等 か ら 必 ず 確 認 し て く だ さ い。 万 が 一、 指 値 
金 額 の 変 更、 出 品 取 消 及 び 商 品 情 報 の 内 容 に 相 違 が あっ た 場 合 は オー ク ショ ン 開 催 前 日 の 18 
時 ま で に 主 催 者 に 電 話 に て 通 知 し て く だ さ い。      

(6)落 札 成 立 後 に お け る 検 品 結 果 の 相 違・ 出 品 商 品 画 像 違 い 等 に 起 因 す る ク レー ム は 出 品 者 の 責 
任 と し ま す。 ま た、 商 品 の 一 部 ま た は 全 部 を 取 り 外 し た り 分 解 等 を 必 要 と す る 不 具 合 の 確 認 
や、 商 品 お よ び 付 属 品 の 真 贋 に つ い て も 出 品 者 の 責 任 と し ま す。   

(7)商 品 お 預 か り 中 の 取 扱 い は 十 分 注 意 し ま す が、 万 が 一 生 じ た 擦 り 傷 等 は 補 償 い た し か ね ま 
す。 （但 し、 機 械 不 良 を 発 生 さ せ た 場 合 は 主 催 者 が 補 償 し ま す。）   

(8)出 品 者 が や む を 得 ず 出 品 を 取 り 消 す 場 合、 ま た は 主 催 者 の 判 断 で 出 品 を 取 り 消 し た 商 品 の 返 
却 は 原 則 オー ク ショ ン 終 了 後 と な り ま す。 落 札 成 立 後 の 取 り 消 し は 原 則 で き ま せ ん。   

(9)入 札 開 始 金 額 の 設 定 は、 主 催 者 に て 設 定 す る も の と し ま す。   

(10) 主 催 者 に よ る 検 品 に よっ て、 17 ． 後 交 渉   1 ） 後 交 渉 の 概 念 （ 1 ） に 該 当 す る 場 合 ま た は 
そ の 疑 い が あ る 場 合 は、 出 品 不 可 と し ま す。 但 し、 そ の 後 17 ． 後 交 渉   1 ） 後 交 渉 の 概 念 （ 1 
） に 該 当 し な い と 主 催 者 が 認 め た 場 合 は、 出 品 可 能 と し ま す。   
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(11) 主 催 者 が 指 定 す る 出 品 商 品 到 着 期 限 は、 原 則 と し て バッ グ 大 会 は 開 催 日 の 12 日 前、 時 計 
大 会、 宝 石 大 会 は 開 催 日 の 5 日 前 ま で と し ま す。   

(12) 出 品 者 が 落 札 金 額 に 下 限 を 設 定 す る 場 合、 出 品 表 の 指 定 金 額 欄 に 赤 字 に て 指 値 金 額 を 入 
力 し て く だ さ い。 な お、 原 則 指 値 金 額 は、 10,000 円 か ら と し ま す。 指 値 金 額 が 落 札 予 想 金 額 
を 大 幅 に 上 回 る と 主 催 者 が 判 断 し た 場 合、 指 値 金 額 の 変 更 を お 願 い す る 場 合 が あ り ま す。 事 
前 に 指 値 金 額 を 設 定 し て い な い 商 品 の 落 札 金 額 に 関 す る 出 品 者 か ら の 後 交 渉 は い か な る 場 合 
で あっ て も 受 け 付 け ま せ ん。   

(13) ひ と つ の 出 品 番 号 に つ き、 ま と め て 出 品 が 可 能 な 上 限 点 数 は 原 則 と し て 3 点 ま で と さ せ 
て い た だ き ま す。      

1. 1 点 あ た り 20,000 円 以 上 の 落 札 金 額 が 想 定 さ れ る 商 品 は 単 品 で ご 出 品 く だ さ い。 
20,000 円 以 上 で の 落 札 金 額 が 想 定 さ れ る と 主 催 者 が 判 断 し た 場 合、 予 告 な く ま と め 
て の 出 品 を 単 品 ご と の 出 品 に 変 更 さ せ て い た だ く 事 が あ り ま す。   

2. 出 品 分 類 ご と に 以 下 の 出 品 方 法 に 従っ て ご 出 品 く だ さ い。   
  

・ ダ イ ヤ モ ン ド ルー ス   ……4C （カ ラッ ト, カ ラー, ク ラ リ ティ, カッ ト） の 評 価 記 載 の 
あ る ソー ティ ン グ・ 鑑 定 書 を 付 け る 事      
  

・ ノー ブ ラ ン ド ジュ エ リー   …… 金 性 を 揃 え て 出 品 す る 事   
そ の 他 主 催 者 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 に お い て は、 ひ と つ の 出 品 番 号 に ま と め て の 出 
品 を さ れ て い る 場 合 に お い て も、 主 催 者 の 判 断 で 予 告 な く 単 品 で の 出 品 に 代 え る こ 
と が あ り ま す。   

(14) 出 品 商 品 に つ い て は 以 下 注 意 事 項 を 遵 守 し て く だ さ い。   
  

【時 計】   

1. 時 計 の 機 械 内 部 お よ び 動 作 に 関 し て は、 出 品 者 保 証 と な り ま す。   

2. 外 見 で 判 断 で き な い 部 分 の 不 良 は 基 本 的 に 出 品 者 保 証 に な り ま す。   
例） シ リ ア ル 消 え、 バ ネ 棒 不 良 等   
但 し ジャ ン ク、 不 動 等 の 記 載 が あっ た 場 合 は、 「見 た 目」 で 競 り を 行 い ま す。 （シ リ ア ル 消 
え、 ムー ブ 社 外 の 場 合 は 除 く）   

3. クォー ツ お よ び ソー ラー クォー ツ 時 計 は 出 品 者 が 動 作 を 確 認 の う え 出 品 し て く だ さ い。 
クォー ツ お よ び ソー ラー クォー ツ の 動 作 に 関 し て も 出 品 者 保 証 と な り ま す。   
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4. 主 催 者 に よ る 検 品 時 に 止 まっ て い る クォー ツ お よ び ソー ラー クォー ツ が あっ た 場 合、 電 池 切 
れ と 判 断 し、 動 作 に 関 し て 出 品 者 保 証 と し ま す。   

5. 電 波 時 計・ GPS 時 計 は 出 品 者 の 動 作 保 証 と し ま す。 や む を 得 ず、 動 作 を 保 証 出 来 な い 場 合 は 
「現 状」 と 記 載 し て 出 品 し て く だ さ い。   

6. 出 品 者 は、 や む を 得 ず 動 作 保 証 が 出 来 な い 時 計 （ア ン ティー ク・ ヴィ ン テー ジ を 含 む） を 出 
品 す る 場 合、 出 品 表 に 「現 状」 と 記 載 し て 出 品 し て く だ さ い。 記 載 が 無 い も の は 全 て 出 品 者 
保 証 と な り ま す。   

7. 時 計 の 装 飾 部 分 は 出 品 者 保 証 と な り ま す。 装 飾 部 分 に 関 し て 出 品 表 に 記 載 が 無 い 場 合 は 「ダ 
イ ヤ 純 正 保 証」 「ベ ゼ ル ダ イ ヤ」 等 を 主 催 者 に て 記 載 し 出 品 者 保 証 と し ま す。   

8. ス マー ト ウォッ チ の 出 品 は 全 て 「現 状」 で の 取 扱 い と な り ま す。   

9. 出 品 者 は、 出 品 表 に 型 式 番 号 を 入 力 し て く だ さ い。   

10. ロ レッ ク ス に 関 し て、 出 品 表 に 記 載 さ れ た 型 番 は、 出 品 者 保 証 と な り ま す。   

11. 永 久 カ レ ン ダー 等、 特 殊 な 機 能 を 持 つ 時 計 を 出 品 す る 場 合、 出 品 者 は 操 作 方 法 や 取 扱 い 方 法 
を あ ら か じ め 主 催 者 に お 知 ら せ く だ さ い。   

12. ロッ ト で の 時 計 出 品 に つ い て は 内 部 不 良 等、 全 て 「現 状」 で の 取 扱 い と な り ま す。   
  

【宝 石】   

1. 出 品 者 は、 宝 飾 品 類 を 出 品 す る 場 合、 重 量 を 計 量 し 出 品 表 に グ ラ ム で 記 載 し て く だ さ い。   

2. 出 品 者 は、 充 填 お よ び コー ティ ン グ、 着 色、 張 り 合 わ せ 等 の 合 成 お よ び 処 理 等 が 施 さ れ た 商 
品 を 出 品 す る 場 合、 そ れ ら を 必 ず 出 品 表 に 記 載 し て く だ さ い。   

3. 色 石 類 は、 出 品 者 が 出 品 表 に 記 載 し た 内 容 に 準 じ て 出 品 し ま す。 落 札 後 の 鑑 別 結 果 が 出 品 者 
の 申 告 内 容 と 相 違 し た 場 合 は、 後 交 渉 の 対 象 と な り ま す。   

4. ダ イ ヤ モ ン ド 一 個 石 0.3ct 以 上 の 石 目 は 出 品 者 保 証 と な り ま す。   

5. 宝 石 ルー ス の 代 金 は ガ イ 計 算 で は な く、 ピー ス 代 金 で す。   
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6. 本 オー ク ショ ン で は CVD （ Chemical   Vapor   Deposition ） ダ イ ヤ モ ン ド を 合 成 ダ イ ヤ モ ン 
ド と み な し、 出 品 を お 断 り し ま す。   

7. 出 品 表 へ の 宝 石 の 石 目 記 載 は 左 か ら 主 石、 脇 石 と な る よ う に し て く だ さ い。 こ の 通 り 記 載 さ 
れ て い な い 場 合 は、 後 交 渉 の 対 象 と な り ま す。   

8. 出 品 表 に 石 目 の 記 載 が 無 い 場 合 で も、 商 品 本 体 に 石 目 刻 印 が あ る 場 合 は、 主 催 者 に て 記 載 し 
ま す。   

9. 石 目 を 保 証 し な い 場 合、 出 品 者 は 出 品 表 に 「石 目 保 証 な し」 と 記 載 し て 出 品 し て く だ さ い。 
な お、 「石 目 保 証 な し」 で も 商 品 本 体 に 石 目 刻 印 が あ る 場 合 は、 主 催 者 に て 石 目 を 記 載 し 
「石 目 保 証 な し」 と 併 記 し ま す。   

10. 出 品 表 に 記 載 さ れ て い る 石 目 と 商 品 の 刻 印 が 実 測 の 石 目 と 相 違 が あ る 場 合、 落 札 者 が 石 目 確 
認 の 為 商 品 の 枠 を 裁 断・ 分 解 す る こ と が あ り ま す。 そ の 際、 ルー ス と 裁 断・ 分 解 さ れ た 枠 で 
返 品 に な る 場 合 が あ り ま す。   

11. 宝 石 出 品 の 際 に 石 名 は ダ イ ヤ （ D ）、 枠 の ダ イ ヤ、 メ レ ダ イ ヤ （ FD ）、 ル ビー （ R ）、 サ 
ファ イ ア （ S ）、 エ メ ラ ル ド （ E ） 以 外 の 物 は 略 称 は 使 用 せ ず、 そ の ま ま 石 名 を 記 載 し て く 
だ さ い。   

12. ルー ス 出 品 で の ダ イ ヤ お よ び 色 石 の メ レ に つ い て の 出 品 は 全 て 「保 証 な し」 で の 取 扱 い と な 
り ま す。   

  
【バッ グ】      

1. ロッ ト で の バッ グ 出 品 に つ い て は 箱、 保 証 書、 紙 袋 等 の 付 属 品 が あ る 場 合、 商 品 の 取 り ま と 
め が 困 難 な 為、 主 催 者 の 判 断 で 処 分 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す。   

【共 通】      

1. 出 品 商 品 に 保 護 テー プ 等 が 巻 か れ て い る 場 合、 検 品 の 目 的 で 主 催 者 が 剥 が す こ と が あ 
り ま す。 新 品 商 品 等 で 剥 が せ な い 理 由 が あ る 場 合、 出 品 者 は 商 品 発 送 時 に あ ら か じ め 
主 催 者 に お 知 ら せ く だ さ い。   

2. 出 品 表 に 記 載 さ れ て い る 金 性 が YG 、 PT の 場 合 は 金 や プ ラ チ ナ で あ る こ と の 金 性 保 証 
で す の で 含 有 率 は 後 交 渉 の 対 象 と な り ま せ ん が、 出 品 表 に 「 K18 」 等 の 金 性 記 載 が あ 
る 商 品 に つ い て は 出 品 者 の 含 有 率 保 証 と な り ま す。   
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3. 商 品 の 18K 、 14K 等 の （い わ ゆ る 後 K と 呼 ば れ る） 刻 印、 表 記 の み の 商 品 に 関 し て の 金 
性 は 「見 た 目」 と な り ま す。 K18 、 K14 等 の 含 有 率 を 保 証 す る 場 合 は 出 品 表 の 備 考 に 
「 K18 （ K14 ） 金 性 保 証」 等 の 記 載 を し て く だ さ い。   

4. 象 ⽛・ 象 ⽛ 製 品 は、 希 少 動 植 物 保 護 の 観 点、 お よ び 「種 の 保 存 法」 に 基 づ き、 出 品 を 
お 断 り し ま す。   

5. ガ ラ ス 製 品、 陶 磁 器 製 品、 枝 サ ン ゴ 等、 繊 細 な 取 扱 い を 必 要 と す る 商 品 の 出 品 は お 断 
り し ま す。 な お、 万 が 一、 出 品 さ れ た 場 合 で も、 品 質、 コ ン ディ ショ ン 等、 一 切 の 責 
任 を 負 い か ね ま す。   

6. 装 飾 部 分 に 関 し て 保 証 が で き な い 場 合 は 出 品 表 に 「ダ イ ヤ 保 証 な し」 「装 飾 部 分 保 証 
な し」 等、 「保 証 な し」 と 記 載 を し て く だ さ い。   

7. 商 品 の 参 考 上 代、 型 式 番 号、 商 品 詳 細 等 は 判 る 範 囲 で 記 載 し て く だ さ い。   

8. 検 品 時 出 品 商 品 10 点 （ 1 箱） の 落 札 金 額 が 10,000 円 未 満 と 主 催 者 が 予 測 し た と き、 主 催 
者 の 判 断 で ロッ ト （ひ と 山） に て 出 品 す る 場 合 が あ り ま す。   

9. オー ク ショ ン の 特 性 上、 下 見 等 で 商 品 に 擦 り 傷 等 が 生 じ る 場 合 が あ り ま す。 こ の 場 合 
の 補 償 は い た し か ね ま す。   

10. 落 札 成 立 後、 主 催 者 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 の み 競 り 直 し、 も し く は 競 り 後 の 引 き 戻 し 
を 行 う 場 合 が あ り ま す。 そ の 際、 最 終 落 札 権 利 は 改 め て の 全 て の 会 員 に よ る 競 り 直 し 
に よ り 最 終 落 札 金 額 の 変 更 が や む を 得 ず 発 生 す る 場 合 が あ り ま す。   

11. 出 品 者 は、 出 品 商 品 に 本 運 用 規 程 の 内 容 に 不 適 合 が あ る 場 合 は 出 品 表 に 記 載 し て く だ 
さ い。 記 載 の 無 い 場 合、 後 交 渉 の 対 象 と な る 場 合 が あ り ま す。   
例） ベ タ、 ほ つ れ、 色 塗 り、 破 れ、 ビ ス 取 れ、 ネー ム 入 り、 社 外 修 理、 付 属 品 欠 損、 回 
路 不 良、 機 械 不 良、 リュー ズ 不 良、 カ レ ン ダー 不 良、 針 ず れ、 石 欠 け、 サ イ ズ 直 し 等   
  

15. 下 見 時 に お け る 注 意 事 項   

(1) 本 オー ク ショ ン は 下 見 期 間 を 設 け て お り ま す。 下 見 は 予 約 が 必 要 と な り ま す。 予 約 の 
無 い 方 の 下 見 は お 断 り さ せ て い た だ き ま す。   

(2) 出 品 商 品 は 全 て 出 品 者 か ら の 預 か り 品 で す の で、 下 見 時 の 取 扱 い は 丁 寧 に お 願 い い た 
し ま す。 故 意 に よ り 故 障、 キ ズ、 汚 れ が 生 じ た 場 合 に は 弁 償 を 求 め る も の と し ま す。   
な お、 故 意 に よ る も の で な い 場 合 で あっ て も、 故 障、 キ ズ、 汚 れ が 生 じ た 場 合 に は 弁 
償 を 求 め る 場 合 が あ り ま す。   
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(3) 出 品 一 覧 等 に 記 載 さ れ て い る 参 考 上 代、 商 品 ラ ン ク 等 は 出 品 者 の 申 告 お よ び 本 オー ク 
ショ ン の 検 品 に て 記 載 し ま す が、 そ の 情 報 は あ く ま で 参 考、 目 安 と な り ま す。   

【時 計】   

時 計 の 機 械 は、 出 品 者 保 証 と なっ て い ま す。 ブ ラ ン ド、 バ ン ド、 電 池 切 れ、 社 外 加 工 
等 及 び、 装 飾 部 分 で 特 に 出 品 者 保 証 が な い 商 品 は 「見 た 目」 に て お 願 い し ま す。 落 札 
後、 下 見 の 段 階 に て 確 認 出 来 る 事 項 （カ レ ン ダー 不 良、 ク ロ ノ グ ラ フ 不 良、 リュー ズ 
不 良、 文 字 盤 汚 れ、 ブ レ ス 故 障、 ガ ラ ス 傷、 「見 た 目」 で 判 別 で き る 社 外 品 等） に つ 
い て の 後 交 渉 は 基 本 的 に お 受 け で き ま せ ん。   
ア ン ティー ク 時 計 及 び、 そ れ に 付 随 す る 年 代 の 時 計 は 全 て 「見 た 目」 と し、 後 交 渉 は 
受 け ま せ ん。   

【宝 石】   

出 品 一 覧 の 摘 要 欄 の 鑑 定 書、 ソー ティ ン グ は 参 考 資 料 と し て く だ さ い。   

【バッ グ】   

バッ グ の ロッ ト で の 出 品 は 全 て 「見 た 目」 と し ま す。   

(4)下 見 に 来 ら れ る 業 者 様 は 古 物 商 許 可 証 を 携 帯 し て く だ さ い。   
  

16. 落 札 に お け る 注 意 事 項   

(1) 入 札 に つ い て は、 会 員 が 本 オー ク ショ ン の シ ス テ ム に ロ グ イ ン し、 事 前 入 札 金 額 を 入 
力、 ま た は 入 札 画 面 よ り 直 接 入 札 を し て く だ さ い。 事 前 入 札 金 額 の 間 違 い や 誤 入 札 な ど 
に つ い て は、 主 催 者 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

(2) 本 オー ク ショ ン で の 入 札 の 取 り 消 し、 競 り 直 し は 原 則 行っ て お り ま せ ん。 但 し、 本 オー 
ク ショ ン の シ ス テ ム で の 障 害 に よ る も の と 確 認 で き た 場 合、 そ の 他 主 催 者 が 必 要 と 判 断 
し た 場 合 の み 競 り 直 し を 行 い ま す。   

(3) 落 札 商 品 が 納 品 さ れ た と き、 速 や か に そ の 状 態 を 確 認 し、 落 札 商 品 と 出 品 一 覧 に 相 違 が 
あっ た 場 合、 17 ． 後 交 渉  1 ） 後 交 渉 の 概 念 （ 2 ） に 定 め る 期 間 内 に、 主 催 者 指 定 の 方 法 で  
申 告 し て く だ さ い。      
ま た、 期 間 経 過 後 の 申 告 は 一 切 受 け 付 け な い も の と し ま す。   
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(4)主 催 者 は、 商 品 の 真 贋 に つ い て 保 証 し ま せ ん が、 出 品 者 に お い て の 責 任 範 疇 に は あ た り 
ま す。 万 が 一 落 札 後 の 商 品 に つ い て 真 贋 に 異 議 が あ る 場 合 は、 主 催 者 に 根 拠 と な る 資 料 
を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す。 な お、 真 贋 の 異 議 の 正 当 性 に つ い て は、 主 催 者 が 判 断 す る 
事 と し ま す。   

(5)出 品 表 に 記 載 さ れ て い る 商 品 内 容 （金 性、 ブ ラ ン ド、 石 名、 石 目、 サ イ ズ、 重 量 等）、 
付 属 品 の 有 無 は 全 て 出 品 者 保 証 と な り ま す。 出 品 表 に 記 載 さ れ て い な い 内 容 で、 落 札 後 
の 商 品 に つ い て 異 議 が あ る 場 合 は、 主 催 者 に 根 拠 と な る 資 料 を 提 出 す る 必 要 が あ り ま 
す。 な お、 異 議 の 正 当 性 に つ い て は、 主 催 者 が 判 断 す る 事 と し ま す。   

(6)以 下 の 商 品 に 関 し て は、 全 て 「保 証 な し」 「現 状」 扱 い と し、 原 則、 後 交 渉 の 対 象 外 と 
な り ま す。 機 械 等 の 保 証 も あ り ま せ ん。   
  

・ 出 品 表 に 「保 証 な し」 「現 状」 と 記 載 さ れ た 商 品      
・ ロ レッ ク ス の 4 桁 型 式 商 品   

(7)原 則、 機 械 時 計 の 精 度 に つ い て は 一 切 保 証 い た し か ね ま す。 精 度 交 渉 は 一 切 受 け 付 け ま 
せ ん。   

(8)宝 石 ルー ス の 代 金 は ガ イ 計 算 で は な く、 ピー ス 代 金 で お 願 い し ま す。   

(9)本 オー ク ショ ン に よ る 落 札 者 お よ び 保 留 交 渉 に よ り 最 終 落 札 者 が 確 定 し た 時 点 が 正 式 な 
取 引 成 立 の 日 時、 そ の 金 額 が 正 式 な 取 引 金 額 と な り ま す。   

(10) 本 オー ク ショ ン 落 札 商 品 の 発 送 は、 取 引 成 立 日 の 翌 日 以 降 と な り ま す。   

(11) 落 札 者 が、 落 札 し た 商 品 を メー カー 修 理 し よ う と す る 場 合、 メー カー 提 出 前 に 必 ず 主 
催 者 に 連 絡 す る も の と し ま す。 事 前 連 絡 が な い ま ま 修 理 提 出 さ れ た 場 合、 修 理 代 金・ 
キャ ン セ ル 費 用 等 は 負 担 い た し か ね ま す。      
  

17. 後 交 渉   

1) 後 交 渉 の 概 念   

(1) 以 下 各 号 の 場 合 に 限 り、 落 札 者 は 主 催 者 に 対 し、 落 札 商 品 に 関 す る 後 交 渉 を 申 し 入 れ る   こ と 
が で き る も の と し ま す。 な お、 後 交 渉 の 処 理 は 出 品 者 の 責 任 に お い て 行 わ れ、 主 催 者 仲 介 の 
も と、 出 品 者 お よ び 落 札 者 双 方 協 力 し て 解 決 に あ た る も の と し ま す。   
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1. 商 品 お よ び 品 質 に 外 見 上 判 断 で き な い 本 運 用 規 程 の 内 容 に 不 適 合 が あっ た 場 合。   

2. 出 品 一 覧 の 内 容 と 異 な り、 合 成、 処 理 お よ び 後 付 け 処 理 等 が 施 さ れ た 商 品 と 判 明 し 
た 場 合。   

3. 色 石 類 で 本 オー ク ショ ン 終 了 後 の 鑑 別 の 結 果、 出 品 一 覧 の 内 容 と 異 なっ た 場 合。   

4. 不 正 品、 盗 品、 遺 失 物、 お よ び そ の 疑 い の あ る 商 品 と 判 明 し た 場 合。   

5. そ の 他、 主 催 者 が 必 要 と 判 断 し た 場 合。      

(2) 主 催 者 へ の 後 交 渉 申 し 入 れ 期 間 は、 本 オー ク ショ ン 開 催 日 翌 日 か ら 宝 石 大 会 は 1 ヶ 月 以 内、 
時 計 大 会、 バッ グ 大 会 は 2 週 間 以 内 と し ま す。 そ の 期 間 を 経 過 し た 後 交 渉 は 一 切 受 け 付 け ま 
せ ん。      
但 し、 メー カー 修 理 等、 所 定 以 上 の 後 交 渉 期 間 を 必 要 と す る 場 合 は、 主 催 者 へ 後 交 渉 期 間 の 
延 長 連 絡 の う え、 手 続 き を 行っ て く だ さ い。      
延 長 期 間 は 通 常、 後 交 渉 期 間 終 了 後 よ り 2 週 間 と し、 そ れ 以 上 必 要 と な る 場 合 は 都 度、 2 週 間 
ご と の 延 長 継 続 の 手 続 き を お 願 い し ま す。 延 長 継 続 の 手 続 き が な い 場 合 の 後 交 渉 は 一 切 お 受 
け い た し ま せ ん。 な お、 主 催 者 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は、 上 記 の 手 続 き な く 申 し 入 れ 期 間 を 
延 長 で き る も の と し ま す。      
不 正 品、 盗 品、 遺 失 物 に つ い て は   2 ） 不 正 品、 盗 品 お よ び 遺 失 物   に 従 う も の と し ま す。   

(3) 後 交 渉 は （ 1 ） に 該 当 す る 場 合 の ほ か、 以 下 に 従 い 申 し 入 れ す る も の と し ま す。   

1. 時 計 の 落 札 後、 出 品 リ ス ト に 記 載 が あ る、 も し く は 下 見 時 に 確 認 可 能 な 事 項 （カ 
レ ン ダー・ ク ロ ノ グ ラ フ 不 良、 巻 き 上 げ・ リュー ズ 不 良、 文 字 盤 汚 れ・ 書 き 換 
え、 ブ レ ス 故 障、 ガ ラ ス キ ズ、 「見 た 目」 で 判 別 で き る 社 外 品、 そ の 他 外 装 に 関 
し 本 運 用 規 程 に 不 適 合 が あっ た 場 合） は、 返 品、 修 理 代 負 担、 部 品 交 換 負 担、 値 
引 き 交 渉 等 の 後 交 渉 は 受 け 付 け ま せ ん。   

2. ア ン ティー ク 時 計 及 び、 そ れ に 付 随 す る 年 代 の 時 計 は 全 て 「見 た 目」 と し、 後 交 
渉 は 受 け 付 け ま せ ん。   

3. 時 計 で パ テッ ク フィ リッ プ や ア ン ティー ク な ど、 アー カ イ ブ 取 得 後 に ケー ス と ムー 
ブ   が 違 う 事 実 が 発 覚 し た 商 品 に つ い て は 後 交 渉 の 対 象 と な り ま す。 アー カ イ ブ 取 得 
に は 数ヶ 月 か か る こ と も あ る た め、 商 品 と アー カ イ ブ の 内 容 に 相 違 が 認 め ら れ る 場 
合、 取 引 は 無 効 と な り 返 品 の 対 象 と な り ま す。 ま た、 アー カ イ ブ 取 得 に 係 る 期 間 が 
長 い た め、 交 渉 の 延 長 連 絡 は 初 回 の み と し、 アー カ イ ブ 取 得 完 了 の 連 絡 が あ る ま で 
延 長 期 間 と し ま す。 アー カ イ ブ 取 得 時 に 内 部 の 破 損 等 が 発 覚 し た 場 合 は 後 交 渉 の 対 
象 と し ま す。   
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4.   出 品 一 覧 に 「保 証 な し」 「現 状」 の 記 載 が あ る 商 品 は、 アー カ イ ブ 取 得 後 も 後 交 渉 
は お 受 け い た し ま せ ん。 本 来 の 外 装 飾 と 異 なっ た 色 の メッ キ 処 理 を 行っ た 時 計 は、   
2 ） の 不 正 品 と み な し ま す。   

5. 本 オー ク ショ ン 終 了 後 の 鑑 別、 鑑 定 等 の 結 果 が、 出 品 一 覧 の 内 容 と 相 違 し た 場 合 は 
後 交 渉 の 対 象 と な り ま す。 但 し、 石 目 に 関 し て ダ イ ヤ モ ン ド 一 個 石 0.3ct 未 満 は 出 品 
商 品 リ ス ト の 内 容 と 相 違 が あっ て も 原 則 後 交 渉 は 受 け 付 け ま せ ん。 ま た、 珊 瑚 や 
パー ル 等 の 寸 法 に つ い て の 出 品 一 覧 の 記 載 サ イ ズ は、 あ く ま で 参 考 と な り ま す。 相 
違 が あっ て も 後 交 渉 の 対 象 外 と な り ま す。   

6. 宝 飾 品 類 の 後 交 渉 で 本 オー ク ショ ン が 判 断 基 準 と す る 鑑 別・ 鑑 定 機 関 は、 中 央 宝 石 
研 究 所、 ジェ ム リ サー チ ジャ パ ン （以 下、 GRJ ） の 2 機 関 と し ま す。 上 記 2 機 関 以 外 
の 鑑 別・ 鑑 定 機 関 で 取 得 し た 結 果 と、 上 記 2 機 関 の 結 果 が 異 なっ た 場 合 は 上 記 2 機 関 
を 優 先 し ま す。 な お、 2 機 関 で 結 果 が 異 なっ た 場 合 は、 中 央 宝 石 研 究 所 を 優 先 し ま 
す。   

7. 宝 飾 品 類 の 取 引 成 立 後 の 鑑 別、 鑑 定、 ソー ティ ン グ 費 用 は 落 札 者 負 担 と し ま す。   但 
し、 結 果 が 出 品 表 の 記 載 と 異 なっ た 場 合、 そ の 費 用 は 出 品 者 が 負 担 す る も の と し ま 
す。   

8. ク ロ ム ハー ツ 等 メー カー の 正 式 な 回 答 が 得 ら れ な い ブ ラ ン ド は、 出 品 表 に メー カー 
名 が 記 載 さ れ て い て も 後 交 渉 は 受 け 付 け ま せ ん。   

9. ブ ラ ン ド ジュ エ リー の メッ キ 処 理 お よ び 他 社 仕 上 げ に よ る 後 交 渉 は 受 け 付 け ま せ 
ん。   
  

2) 不 正 品、 盗 品 お よ び 遺 失 物      

(1) 落 札 商 品 が、 取 引 成 立 後 に 不 正 品 と 判 明 し た 場 合、 本 オー ク ショ ン 開 催 日 翌 日 か ら 1 年 以 
内 は 後 交 渉 の 対 象 と な り ま す。 な お、 後 交 渉 の 処 理 は 出 品 者 の 責 任 に お い て 行 わ れ、 主 
催 者 仲 介 の も と、 出 品 者 お よ び 落 札 者 は 以 下 各 号 に 従 い 双 方 協 力 し て 解 決 に あ た る も の 
と し ま す。   

1. 当 該 商 品 の 真 贋 は、 当 該 商 品 の 製 造 者、 一 般 社 団 法 人 ユ ニ オ ン・ デ・ ファ ブ リ 
カ ン、 一 般 社 団 法 人 日 本 流 通 自 主 管 理 協 会、 お よ び 一 般 社 団 法 人 全 国 質 屋 ブ ラ 
ン ド 品 協 会 の い ず れ か の 判 定 お よ び 判 定 基 準 に 準 じ ま す。   

2. 当 該 商 品 が、 監 督 各 官 庁 お よ び 当 該 商 品 の 製 造 者 に よっ て 押 収、 ま た は 破 壊 さ 
れ た 場 合、 出 品 者 は 主 催 者 を 通 じ、 落 札 者 に 返 金 す る も の と し ま す。   
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3. 主 催 者 は、 落 札 者 が、 前 号 に よ り 出 品 者 か ら 返 金 を 受 け る 場 合、 監 督 各 官 庁 お 
よ び 当 該 商 品 の 製 造 者 等 に よ り 交 付 さ れ た 押 収、 ま た は 破 壊 に 関 す る 書 類 等 を 
主 催 者 に 提 示 し、 そ の 複 写 を 出 品 者 に 提 出 す る も の と し ま す。      

(2) 落 札 商 品 が、 取 引 成 立 後、 盗 品 お よ び 遺 失 物 と 判 明 し た 場 合、 ま た は 盗 品 お よ び 遺 失 物 
の 疑 い が あ る と さ れ た 場 合、 後 交 渉 の 対 象 と な り ま す。 な お、 後 交 渉 を す る 為 に は、 監 
督 各 官 庁 お よ び 当 該 商 品 の 製 造 者 等 に よ り 交 付 さ れ た 盗 品 お よ び 遺 失 物 を 証 明 す る 書 類 
が 必 要 と な り ま す （但 し、 海 外 で の 盗 品 な ど、 客 観 的 に 合 理 的 な 理 由 に よ り 証 明 す る 書 
類 が 出 せ な い 場 合 に お い て は、 主 催 者 が 事 実 確 認 を   し、 後 交 渉 の 対 象 と す る 場 合 が あ り 
ま す。）。 な お、 盗 品 お よ び 遺 失 物 の 被 害 者 お よ び 遺 失 者 へ の 回 復 は、 監 督 各 官 庁 の 判 
断 お よ び 法 令 の 定 め る と こ ろ に 従 い、 主 催 者、 出 品 者 お よ び 落 札 者 双 方 は、 協 力 し て 解 
決 に あ た る も の と し ま す。   

1. 落 札 者 の も と に 商 品 が あ る 場 合 に は、 落 札 者 は 主 催 者 を 通 じ 出 品 者 へ 商 品 を 返 
品 す る こ と が で き る も の と し ま す。   

2. 監 督 各 官 庁 の 指 示 で、 落 札 者 が 盗 品 お よ び 遺 失 物 を 押 収 さ れ た、 ま た は 任 意 提 
出 し た 場 合、 落 札 者 は 契 約 を 解 除 し た う え で、 主 催 者 を 通 じ 出 品 者 へ 代 金 の 返 
還 を 求 め る こ と が で き る も の と し ま す。   

3. 落 札 者 は、 前 号 に よ り 出 品 者 か ら 返 金 を 受 け る 場 合、 監 督 各 官 庁 よ り 交 付 さ れ 
た 押 収 品 目 録 交 付 書 等 を 主 催 者 に 提 示 し、 そ の 複 写 を 出 品 者 に 提 出 す る も の と 
し ま す。   

4. 商 品 を 押 収、 没 収 さ れ た 落 札 者 が 出 品 者 か ら 返 金 を 受 け た 後、 監 督 各 官 庁 を 通 
じ て 弁 済 金 等 を 受 領 し た 際 は、 主 催 者 に そ の 旨 連 絡 す る も の と し ま す。      

(3) 返 品 お よ び 返 金 処 理 の 過 程 で 主 催 者 判 断 に よ り、 出 品 者 お よ び 落 札 者 の 必 要 な 範 囲 の 情 
報 開 示 を す る 場 合 が あ り ま す。   
  

18. そ の 他      

(1) 本 オー ク ショ ン に お い て 「保 留」 と し た 商 品 は 主 催 者 に よっ て、 出 品 者 へ メー ル な ど で 
本 オー ク ショ ン 開 催 日 に 交 渉 し ま す。 但 し、 時 間 の 関 係 上、 出 品 者 ま た は 入 札 者 と の 金 
額 交 渉 が 行 え ず、 不 成 立 と す る 場 合 も あ り ま す。   

(2) 入 札 開 始 金 額 を 上 回 る 入 札 が 無 かっ た 場 合、 不 落 札 と し ま す が、 主 催 者 の 判 断 で 入 札 開 始 金 
額 を 変 更 す る 場 合 が あ り ま す。      
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(3) 本 オー ク ショ ン で の 取 引 に 係 る 全 て の デー タ、 会 員 情 報 お よ び 商 品 デー タ は、 相 場 の 分 
析、 商 品 研 究、 宣 伝 広 告 お よ び 本 オー ク ショ ン 改 善 等 に 役 立 て る た め に KOMEHYO 
ホー ル ディ ン グ ス グ ルー プ で 使 用 し ま す。      

(4)本 運 用 規 程 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は、 主 催 者 の 判 断 に よ り 決 定 す る も の と し ま す。   
  

19. 個 人 情 報 の 取 扱 い   
本 オー ク ショ ン に よっ て 知 り 得 た 会 員 の 個 人 情 報 に つ い て は、 入 会 時 に 「個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い 
て」 に 同 意 い た だ い た う え で、 利 用 目 的 の 範 囲 内 に お い て 適 切 に 管 理 し 取 扱 い し ま す。   
  

20. 変 更 等   

(1) 主 催 者 は、 本 運 用 規 程 を 監 督 各 官 庁 の 指 導、 法 令 の 変 更 及 び 改 訂 や、 主 催 者 が 必 要 と 認 め 
る 場 合 に 合 理 的 な 範 囲 内 で 変 更 す る こ と が あ り ま す。 本 運 用 規 程 の 改 訂 に つ い て は、 HP 
上 に て 通 知 後、 1 週 間 後 に 変 更 後 の 規 程 が 有 効 と な り ま す。   

(2) 本 運 用 規 程 及 び 本 規 約 に 定 め の な い 事 項 お よ び 擬 議 の 生 じ た 事 項 に つ い て は、 信 義 誠 実 の 
原 則 に 基 づ き 協 議 の う え 都 度 解 決 し ま す。   

  
附 則      

(1) 本 運 用 規 程 は 以 下 の 通 り 改 訂 さ れ て い ま す。   
平 成   20 年    6 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   21 年    6 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   22 年 11 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   23 年    1 月 　 6 日 　 改 訂   
平 成   24 年    8 月   20 日      改 訂   
平 成   26 年    9 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   27 年    3 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   28 年 10 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   29 年    4 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   29 年    9 月 　 1 日 　 改 訂   
平 成   29 年 11 月   13 日      改 訂   
令 和    2 年    6 月   22 日       改 訂   
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(2) 本 運 用 規 程 （最 新 版） は 令 和 3 年 6 月 7 日 よ り 施 行 し ま す。 こ れ に よ り、 前 項 の 運 用 規 程 中、 
当 オー ク ショ ン に 関 す る 一 般 的 事 項 を 本 規 約 と し、 主 と し て 本 オー ク ショ ン に 関 す る 事 項 を 
本 運 用 規 程 と し ま す。   

保 証 金 の 取 扱 に つ い て の 附 則 （令 和 2 年 6 月 22 日 実 施）   

1. 本 オー ク ショ ン は、 従 前、 会 員 か ら 保 証 金 を 預 かっ て い た が、 平 成 29 年 8 月 31 日 以 降 は 会 員 
か ら 保 証 金 は 受 け 取 ら な い こ と と し た が、 保 証 金 を 預 かっ て い る 従 前 の 会 員 （以 下 「保 証 金 
納 付 会 員」 と い う） に 対 し て は 保 証 金 の 一 括 返 還 は 行 わ ず、 当 該 保 証 金 納 付 会 員 が 退 会 す る 
際 に 保 証 金 を 返 還 す る も の と し ま す。   

2. 本 オー ク ショ ン は、 保 証 金 納 付 会 員 が 退 会 す る ま で の 間、 当 該 保 証 金 納 付 会 員 に つ い て 発 生 
し た 未 払 代 金、 損 害 金 等 に つ い て 保 証 金 か ら 充 当 す る こ と が で き る も の と し ま す。   

3. 保 証 金 納 付 会 員 が 強 制 退 会 と なっ た 場 合 に つ い て は、 保 証 金 は 返 還 し な い も の と し ま す。   
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